
東京都認証保育所の
運営について
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Ⅰ 東京の保育の動向



都内の就学前児童人口の推移
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都内の女性の就業率（25歳～44歳）

資料：「東京の労働力」（東京都総務局） 6



都内の保育サービス、幼稚園利用児童（年齢別内訳）

令和6年度

区分 計

保育サービス

利用児童
21,604人 25.9% 57,595人 65.7% 64,574人 71.9% 60,003人 64.8% 119,974人 61.6% 323,750人

幼稚園利用児童 - - - - - - 28,478人 30.8% 71,049人 36.5% 99,527人

家庭等 61,683人 74.1% 30,093人 34.3% 25,197人 28.1% 4,093人 4.4% 3,801人 1.9% 124,867人

計

（就学前児童人

口）

83,287人 87,688人 89,771人 92,574人 194,824人 548,144人

※保育サービス利用児童は令和6年4月1日現在、幼稚園利用児童は令和6年5月1日現在、就学前児童人口は令和6年1月1日現在。

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳以上
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保育所等利用待機児童数の推移



保育サービスの整備状況と待機児童の状況
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東京の保育ニーズを考える上でのポイント

○東京の就学前児童は子育て世帯の転入等で増加し続けてきたが、
令和元年度から減少に転じ、その減少幅も大きくなっている。
（令和元年：６４万人 ⇒ 令和７年：５３万人）

○女性の就業率は上昇し続けており、共働き世帯が増加している。
（女性が働く環境の整備 ⇒ 保育ニーズの増大）

○就学前児童人口は減少に転じたものの、保育サービス利用率は増加傾向
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Ⅱ 認証保育所の現状



「東京都認証保育所」制度の概要
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認証保育所とは、

大都市特有の多様な保育ニーズに対応するため「０歳児保育」「１３時間以上の
開所」「利用者と保育所の直接契約」等の都独自の基準を満たした認可外保育施設
のことで、平成１３年度に創設

根拠規定：東京都認証保育所事業実施要綱

東京都認証保育所事業実施細目

＜認証保育所の特色＞

○ 保育を必要とする全ての人が対象

○ ０歳又は１歳児定員を必ず設定

○ 低年齢児（０～２歳児）の定員を５割以上設定

○ １３時間以上の開所

○ 利用者と保育所の直接契約

○ 保育料は一定の上限の範囲内で自由に設定

○ 都独自の基準を設定し、適切な保育水準を確保

東京の多様な保育ニーズ
に応えるとともに、現在
では待機児童の解消にも
大きく貢献している。



認証保育所の推移（R6.4時点）

施設数 定員

総数 412施設 13,946名

Ａ型 361施設 12,912名

Ｂ型 51施設 1,034名
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認可保育所と認証保育所の違い①
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区 分 認可保育所 認証保育所

１ 目 的
（設置根拠）

保育を必要とする乳幼児を保育するため
に設置された児童福祉施設（児童福祉
法）

大都市特有の多様な保育ニーズに応えるため
に、都独自の認証基準を満たして設置された保
育施設（東京都認証保育所事業実施要綱）

２ 設置主体
区市町村
社会福祉法人、民間事業者等

民間事業者等

３ 申込方法
入所決定

区市町村に申し込み、区市町村が入所
決定

認証保育所へ申し込み、利用者と直接契約

４ 規 模 ２０人以上
① Ａ型：２０～１２０人
② Ｂ型：６～２９人

５ 設置基準
東京都児童福祉施設の設備・運営の基
準に関する条例

認可保育所に準じた都独自の基準

乳児室、ほふく室
（０、１歳児室）

１人当たり３．３㎡以上
（ただし、国が指定する期間・地域に限り、
年度途中２．５㎡まで弾力化可能）

① Ａ型：３．３㎡以上（２．５㎡まで弾力化可能）
② Ｂ型：２．５㎡以上

保育室、遊戯室
（２歳以上児室）

１人当たり１．９８㎡以上 同左

屋外遊技場
２歳児以上児１人当たり３．３㎡以上
（代替遊技場でも可）

① Ａ型：２歳以上児1人当たり３．３㎡以上
（代替遊技場でも可）

② Ｂ型：特に規定なし
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認可保育所と認証保育所の違い②

区 分 認可保育所 認証保育所

６ 職 員
東京都児童福祉施設の設備・運営の基
準に関する条例

認可保育所に準じた都独自の基準

保育従事者
全て保育士
※平成２８年４月から保育士配置の特例
あり

保育士以外の者も可
ただし、年齢別保育従事者職員定数の６割以
上は保育士

配 置 基 準

０歳児
１・２歳児
３歳児
４歳以上児

３人につき１人以上
６人につき１人以上
２０人につき１人以上
３０人につき１人以上

同左

７ 開所時間 １１時間が基本 １３時間以上が基本

８ 保育内容 保育所保育指針 同左

９ 保 育 料
住民税課税額に応じた階層区分に基づ
き、区市町村が定める額を区市町村が徴
収

認可保育所の徴収基準を上限に施設が
設定・徴収
＜上限額＞３歳未満児：１０４，０００円

 ３歳以上児：１０１，０００円
              （月２２０時間以下の利用の場合）



認証保育所における「保育の質の向上」に向けた取組
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◆ 研修事業

 ○ 認証保育所施設長研修

 ○ 認証保育所中堅保育士研修

 ○ 認可外保育施設職員テーマ別研修 ※都内の全認可外保育施設を対象

◆ 指導監督

  ○ 指導検査

認証保育所指導監督基準に基づき、定期的な立入調査を実施する。

 ○ 運営指導

・ 開設後間もない施設を対象に「認証保育所指導監督基準」の周知徹

底を図り、保育の運営に不備があれば指導する。

  ・ 認証保育所の質の向上を図るため、運営指導員が巡回し、改善指導

や、より良い保育を実施してもらうための助言を行う。
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Ⅲ 重大事故の再発防止のための取組



○ 事故報告件数：2,121件（認定こども園、幼稚園・認可保育所等）
○ 負傷等の報告は2,115件あり、そのうち骨折(1,638件)が最も多かった。

○ 死亡事例は6件（0歳:4件、1歳:1件、2歳;1件）

○ 事故の発生場所は、施設内が1,916件（90％）であり、そのうち1,009件は施設内の室外で発生した。

出典：教育・保育施設等における事故報告集計（内閣府子ども・子育て本部報道発表資料）

※「死亡事故や治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等」
（報告期間：令和5年1月1日から令和5年12月31日）

事故統計
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事故防止及び安全対策
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事故情報の収集と要因分析

注意喚起

知識・情報の共有

類似の事故発生を防止するための取組実行！

ヒヤリ・ハット事例の収集も
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東京都作成研修動画 「保育所における乳幼児期の子
供の発達段階に合わせた安全な食事提供のために」

全ての保育従事職員対象

東京都では、保育施設での食事提供に関する事故防止の取組を促進するため、日常の保育現場での食
事提供における留意点等を分かりやすくまとめた動画を作成しました。
保育現場での乳幼児の食事提供にあたり、保育施設内の研修や教育指導にご活用ください。
また、本動画視聴後には、全ての保育従事職員で意見交換を図り、保育内容の確認・見直しにつなげて
ください。

（問い合わせ）
東京都福祉局子供・子育て支援部保育支援課地域保育担当
電話：０３－５３２１－１１１１（代表）
（内線）３２－７８７

（動画へのリンク）

参考
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https://youtu.be/giFZ_3miGdo

https://youtu.be/giFZ_3miGdo
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